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information

令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
食費等の物価高騰等の影響に直面している低所得の子育て世帯（ひとり親を除く。）の生活支
援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が国から支給されます。
また、この給付金とは別に、ひとり親世帯向けの給付金もありますので、詳しくは村公式
ホームページをご覧いただくか住民課までご相談ください。	

  1.支給対象者  
①②の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

①�令和４年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金（前回の給付
金）の支給対象者であった方

(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受取を拒否した方)

　⎧ ■①令和5年３月３１日時点で
　⎜　18歳未満の児童(障害児の場合､ 20歳未満)を養育する父母等
②⎨　(※令和6年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
　⎜　　　　　        であって
　⎩ ■令和5年１月１日以降の収入が急変し、
　 　　住民税非課税相当の収入となった方

  2.支給額  

児童1人あたり一律5万円   

  3.給付金の支給手続き  
①�令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以
外の子育て世帯分）」を受給した方
　給付金は、申請不要で受け取れます。
②上記以外の方（例．収入が急変した方）
　給付金を受け取るには、申請が必要です。
 ▶ 申請は役場住民課で受け付けます。ご希望の方は事前にご相談ください。
●手続きに関する問合せ　民生部住民課
●給付金に関する問合せ先　こども家庭庁コールセンター
　☎0120-400-903（受付時間：平日午前９時～午後６時）
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・
愛
知
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
地
域
福

祉
課

・
県
民
事
務
所

・
愛
知
県
社
会
福
祉
協
議
会

●
願
書
の
受
付
期
間

　

６
月
１
日(

木)

～
30
日(

金)

●
問
合
せ
先

　

愛
知
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材

セ
ン
タ
ー

　

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試

験
係

　

☎
０
５
２

－

２
１
２

－

５
５
３
０

※
６
月
１
日(

木)

～
１０
月
６
日(

金)

の

期
間
の
み
利
用
可
能

介
護
保
険
制
度
に
お
い
て
主
に
介
護

計
画
の
作
成
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

と
の
連
絡
調
整
な
ど
の
業
務
を
行
う
介

護
支
援
専
門
員
の
資
格
試
験
と
し
て
介

護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を

次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
介
護
支
援
専
門
員
に
な
る
に

は
こ
の
試
験
に
合
格
し
、
介
護
支
援
専

門
員
実
務
研
修
を
受
講
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

●
試
験
実
施
日

　

10
月
８
日(
日)　
　

●
受
験
資
格

　

次
の
①
お
よ
び
②
に
該
当
す
る
方

①
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
各
分
野
で
合

計
５
年
以
上
の
実
務
経
験
が
あ
る
方

②
①
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
勤
務
地

が
愛
知
県
に
あ
る
方
、
ま
た
は
現
在

１
の
業
務
に
従
事
し
て
お
ら
ず
、
か

つ
住
所
地
が
愛
知
県
に
あ
る
方

●
試
験
案
内
お
よ
び
願
書
の
配
布
期
間

　

〜
６
月
30
日(

金)

●
試
験
案
内
お
よ
び
願
書
の
配
布
場
所

・
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
福
祉
課

・
愛
知
県
高
齢
福
祉
課

第
26
回
愛
知
県
介
護
支
援

専
門
員
実
務
研
修
受
講

試
験
の
実
施
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
は
あ
な
た
の
街
の
身

近
な
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
差
別
や

暴
行
、
虐
待
、
職
場
で
の
セ
ク
ハ
ラ
や

パ
ワ
ハ
ラ
、
体
罰
や
い
じ
め
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
誹
謗
中
傷
等
で
お

悩
み
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

●
特
設
人
権
相
談

　

特
設
人
権
相
談
を
開
催
し
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
相
談
日
：
６
月
１
日（
木
）

・
場
所
：
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

・
時
間
：
午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
人
権
擁
護
委
員
紹
介

　

本
村
で
は
、
現
在
３
名
の
人
権
擁
護

委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

※
敬
称
略

　

高
橋 

弘
枝（
中
用
水
）

　

佐
野 

裕
香
子（
重
宝
）

　

服
部 

保
男（
大
宝
西
）

●
問
合
せ
先

　

名
古
屋
法
務
局
津
島
支
局　

津
島
人

権
擁
護
委
員
協
議
会

　

☎
２
６

－

２
４
２
３

６
月
１
日
は
人
権
擁
護

委
員
の
日
で
す

地
震
発
生
時
に
お
け
る
道
路
等
に
面

し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
に
よ
る
災

害
か
ら
身
体
お
よ
び
財
産
を
保
護
す
る

た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
す
る
工

事
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

●
補
助
限
度
額

　

10
万
円

●
補
助
対
象

　

村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
ま
た
は
開
発
部
建
設
課
ま
で

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
補
助
金
申
請
は
、
工
事
着
手
前
に

行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
請
前
に
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
さ

れ
ま
す
と
、
補
助
対
象
外
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

開
発
部
建
設
課

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
を

補
助
し
ま
す



デバイス（端末）を問わずご利用可能です

18広報とびしま／2023年6月

information

●
場

所　

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

■
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談（
要
予
約
）

毎
月
第
３
木
曜
日
、
権
利
擁
護
や
成

年
後
見
に
関
す
る
相
談（
無
料
）を
お
受

け
し
ま
す
。

な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

●
日

時

　

６
月
15
日（
木
）

①
午
後
１
時
～
１
時
50
分

②
午
後
２
時
～
２
時
50
分

③
午
後
３
時
～
３
時
50
分

●
場

所

　

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

■
共
通
事
項 

●
参
加
費　
無
料

●
受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
お
よ
び
年
末

年
始
を
除
く
）

　

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
な
ど
障
が
い

の
た
め
配
慮
が
必
要
な
方
は
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
海
部
南
部
権
利
擁
護
セ

ン
タ
ー

　

☎
６
９

－

８
１
８
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
６
９

－

８
１
８
０

「
知
っ
て
お
き
た
い
生
前
贈
与
と
遺

産
相
続
」

●
講

師

　

司
法
書
士　

永
井 

克
尚
氏　
　

●
日

時

　

７
月
７
日(

金)　

　

午
後
１
時
３０
分
～
３
時

　(

受
付　

午
後
１
時
～)

●
場

所

　

Ｔ
Ｋ
Ｅ
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー(

旧

十
四
山
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー)

第
２

ア
リ
ー
ナ

●
対

象　
定
員
１
０
０
名

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
方
法

　

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
か
ら
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限　
７
月
４
日(

火)

●
申
込
み
・問
合
せ
先

　

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

　

☎
６
９

－

８
１
８
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
６
９

－

８
１
８
０

　(

平
日　

午
前
９
時
～
午
後
５
時)

　

shien@
am
anankenri.net

住
民
の
た
め
の
成
年
後
見

制
度
勉
強
会
の
お
知
ら
せ

「
音
に
反
応
し
な
い
」「
名
前
を
呼
ん

で
も
反
応
し
な
い
」

地
域
で
こ
の
よ
う
な
お
子
さ
ま
の
子

育
て
で
悩
ん
で
み
え
る
保
護
者
の
方
は
、

１
日
で
も
早
く
、
愛
知
県
立
一
宮
聾
学

校
の
乳
幼
児
教
育
相
談
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

「
聞
こ
え
」と「
こ
と
ば
」は
、
３
歳
ま

で
に
そ
の
基
礎
が
確
立
す
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
聞
こ
え
」に

よ
る「
こ
と
ば
」の
遅
れ
に
対
す
る
教
育

は
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
効
果
が
上
が
り

ま
す
。
少
し
で
も
お
子
さ
ま
の「
聞
こ

え
」や「
こ
と
ば
」に
不
安
を
抱
か
れ
ま

し
た
ら
、
た
め
ら
わ
ず
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

●
教
育
相
談

　

悩
み
や
子
育
て
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
、

聞
こ
え
に
関
す
る
簡
単
な
検
査
を
行

い
ま
す
。

●
乳
幼
児
教
育

　

聞
こ
え
や
聞
こ
え
に
よ
る
こ
と
ば
の

障
害
の
あ
る
お
子
さ
ま
と
保
護
者
を

対
象
に
し
た
個
別
の
支
援
を
行
い
ま

す
。（
２
歳
児
は
、
週
１
回
の
集
団

聞
こ
え
の
心
配
な

乳
幼
児
を
お
育
て
の

保
護
者
の
皆
さ
ま
へ

指
導
も
行
っ
て
い
ま
す
）

●
進
路
相
談

　

難
聴
の
お
子
さ
ま
の
進
路
相
談
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

●
日

時　
随
時

●
場

所

　

愛
知
県
立
一
宮
聾
学
校

●
参
加
費

　

相
談
、
聴
力
測
定
、
指
導
料
は
無
料

●
問
合
せ
先

　

愛
知
県
立
一
宮
聾
学
校　

幼
稚
部
主

事
ま
た
は
乳
幼
児
教
育
相
談
担
当

　

☎
０
５
８
６

－
４
５

－

６
０
０
０

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
５
８
６

－

４
３

－

４
４
６
２

　

☎ 
５
２

－

０
１
１
９

■
巡
回
相
談（
要
予
約
）

毎
月
第
２
火
曜
日
、
相
談
員
が
相
談

会
場
に
出
向
い
て
相
談（
無
料
）を
お
受

け
し
ま
す
。

な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

●
日

時

　

６
月
13
日（
火
）

①
午
後
１
時
30
分
～
２
時
20
分

②
午
後
２
時
30
分
～
３
時
20
分

③
午
後
３
時
30
分
～
４
時
20
分

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の

成
年
後
見
支
援
に
つ
い
て
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●問合せ先　すこやかセンター内保健環境課

チャットボット健康相談（ティーペック株式会社）


